
１６．その他 
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コンテンツに関する NFT を安全に活用するために 
  

 特定のコンテンツ（著作物等）に紐付くブロックチェーン上の NFT（Non-
Fungible Token）データの取引が行われていますが、コンテンツの権利を持ってい
ない第三者が無断で NFT を売っている事例が報告されています。 
 
【コンテンツに関する NFT を安全に利用するために、知っておくこと、意識するこ
との一例】 

    〇NFTはコンテンツとは別のものです（コンテンツは通常のWebサーバー上にあり 
ますが、NFT はブロックチェーン上にあるものです）。 

〇NFT を保有しても、直接コンテンツの所有権や著作権まで持つことにはなりませ
ん。 
※コンテンツに関する NFT の取引によって、コンテンツに関するどのような権利
が得られるのか、事前に購入する NFT マーケット等のサービスの利用規約を確
認しましょう。 

※著作権者本人やその団体・法人等が発行している NFT かどうかを確認すること
も大切です。 

 
コンテンツを対象とした NFT の活用により、新たなサービスをより安全な形で提

供するために取り組む民間団体もあります。なお、著作権者ではない者が、コンテ
ンツに紐付く NFT を販売する際に、コンテンツの画像などをコピーしたり、サムネ
イル表示用にアップロードしたりするとことは、複製権・公衆送信権といった 著作
権の侵害になる可能性があります。 

コンテンツに関する NFT についての理解を深め、安全な取引や利用を行いまし
ょう。 
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参考資料１．著作権及び著作隣接権関係条約の内容 
（2022 年 9 月末現在） 

条 約 名 所管機関/ 
加盟国数 経  緯 我 が 国に 

おける締結等 条約の対象、原則内容 

文学的及び美術的
著作物の保護に関
す る ベ ル ヌ 条 約
（ベルヌ条約） 
 

ＷＩＰＯ 
 
181カ国 

明治19（1886）年
にヨーロッパ諸国
を中心に創設。数
次にわたる改正を
経て、パリ改正条
約 を 昭 和 46
（1971）年に作成、
昭和49（1974）年
に効力発生。 

明治32（1899）
年に本条約を締
結。最新のベルヌ
条約パリ改正条約
は 、 昭 和 50
（ 1975 ）年に締
結｡同年に効力発
生。 

対象：著作権 
原則内容： 
（a）原則 
 （ｲ）ベルヌ型内国民待遇 
 （ﾛ）無方式主義 
 （ﾊ）遡及    
（b）主な規定 
  著作物について、著作者人格権、     
  複製権、上映権、放送権等を規定 
 

著作権に関する世
界知的所有権機関
条約 
（WIPO著作権条約
又 は WCT(WIPO  
COPYRIGHT 
TREATY）） 
 
 
  

ＷＩＰＯ 
 
112カ国 

ベルヌ条約は全加
盟国の満場一致で
ないと改正できな
いという特殊な条
約であり、実質的
に改正が困難な状
況となっていたた
め、ベルヌ条約本
体を改正するので
はなく、より高い
保護を行える国の
みが批准する「2階
部分」をベルヌ条
約の「特別の取
極」として策定す
ることとされ、平
成8（1996）年に採
択 。 平 成 14
（2002）年に効力発
生。 

平成12（2000）
年に本条約を締
結｡（平成14
（2002）年に効力
発生。 

対象：著作権 
原則内容： 
（a）原則 
 （ｲ）内国民待遇 
 （ﾛ）無方式主義 
 （ﾊ）遡及 
（b）主な規定 
 （ｲ）インタラクティブ送信に関す

る権利を規定 
 （ﾛ）技術的保護手段に関する義務

を規定 
 （ﾊ）権利管理情報に関する義務を
規定 

実演家、レコード
製作者及び放送機
関の保護に関する
国際条約      
（実演家等保護条約又
はローマ条約） 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ＷＩＰＯ 
 
96カ国 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実演家、レコード
製作者及び放送事
業者の権利の保護
を目的として、昭
和 36 （ 1961 ）年
に、ベルヌ同盟、I
ＬO及びUNESCO
により採択、昭和
39（1964）年に効
力発生。 
 
 
 
 
 

平成元（ 1989）
年に本条約を締
結、同年に効力発
生。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

対象：著作隣接権 
原則内容： 
（a）原則 
 （ｲ）ローマ型内国民待遇 
 （ﾛ）不遡及 
（b）保護の内容 
 （ｲ）実演家 
  ・了解を得ない実演の放送、録

音・録画の防止等 
  ・商業用レコードの放送二次使

用料請求権 
 （ﾛ）レコード製作者 
  ・レコードの複製権の付与 
  ・商業用レコードの放送二次使

用料請求権 

参考資料
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条 約 名 所管機関/ 
加盟国数 経  緯 我 が 国に 

おける締結等 条約の対象、原則内容 

  
 

 
 
 

 
 

 （ﾊ）放送事業者 
  ・放送の再放送権、録音・録画

権の付与 
実演及びレコード
に関する世界知的
所有権機関条約
（WIPO実演・レコ
ード条約又はWPPT 
(WIPO 
PERFORMANCES 
AND 
PHONOGRAMS 
TREATY）) 

ＷＩＰＯ 
 
111カ国 

基本条約である実
演家等保護条約を
米国は締結してい
ないことなどか
ら、実演家等保護
条約とは無関係の
独立した新しい条
約として、平成 8
（1996）年に採択、
平成14（2002）年
に効力発生。 

平成14（2002）
年に本条約を締
結、同年に効力発
生。 

対象：著作隣接権 
原則内容： 
（a）原則 
（ｲ）ローマ型内国民待遇 
（ﾛ）無方式主義 
（ﾊ）遡及 
（b）主な規定 
（ｲ）実演については「音に関す
るもの」のみを保護する 

（ﾛ）人格権（氏名表示権・同一
性保持権）を規定 

（ﾊ）利用可能化（インターネッ
トにアップロードすること）に
関する権利を規定 

（ﾆ）技術的保護手段に関する義務
を規定 

（ﾎ）権利管理情報に関する義務を
規定  

視聴覚的実演に
関する北京条約 

ＷＩＰＯ 
 
43カ国 

WPPT採択後、視
聴覚的実演に関す
る保護についての
検討が継続され、
平成24（2012）年
に北京で採択。30
カ国の批准又は加
入により発効する
こととされており、
令和2（2020）年に効
力発生。 

平成26（2014）
年に本条約を締
結 、 令 和 2
（2020）年に効力
発生。 

対象：著作隣接権 
原則内容： 

②  原則 
(ｲ) ローマ型内国民待遇 
(ﾛ) 無方式主義 
(ﾊ) 遡及 

③  主な規定 
(ｲ) 視聴覚的実演を保護する 
(ﾛ) 人格権（氏名表示権・同一性保

持権）を規定 
(ﾊ) 利用可能化（インターネットに

アップロードすること）に関す
る権利を規定 

(ﾆ) 技術的保護手段に関する義務を規定  
権利管理情報に関する義務を規定 

知的所有権の貿
易関連の側面に
関する協定 
（TRIPS協定） 
 
 
  

WTO 
 
164カ国 

GATT（関税及び貿
易に関する一般協
定）ウルグアイ・
ラウンド交渉の結
果、平成7（1995）
年に発効したWTO
設立協定の附属書
には、知的財産権
の保護について定
めた｢知的所有権の
貿易関連の側面に

平成6（1994）年
に本協定を締結、
平成7（1995）年
に効力発生。 

対象：著作権、著作隣接権 
原則内容： 
（a）原則 
 （ｲ）最恵国待遇 
 （ ﾛ ） 内 国 民 待 遇 

著作権についてはベルヌ型内国
民待遇を、著作隣接権について
はローマ型内国民待遇をそれぞ
れ付与 

 （ﾊ）遡及 
（b）主な内容 
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条 約 名 所管機関/ 
加盟国数 経  緯 我 が 国に 

おける締結等 条約の対象、原則内容 

関する協定(TRIPS
協 定 、 TRIPS ：
TradeRelated  Aspects 
of  Intellectual  Property 
Rights) ｣  
があり、著作権及
び著作隣接権の保
護についても規
定。 

 （ｲ）ベルヌ条約の規定する保護内
容の遵守  （著作者人格権を除
く）  

 （ﾛ）コンピュータ・プログラム及
びデータベースの保護  

 （ﾊ）コンピュータ・プログラム、
映画及びレコードの商業的貸与
に関する権利の付与 

 （ﾆ）実演家、レコード製作者及び
放送機関の保護 

（c）法令レビュー 
WTOに加盟すると、TRIPS協定
の適用義務が発生する（開発途
上国について平成12（2000）年1
月1日より、後発開発途上国につ
いては平成18（2006）年1月1日
より、それぞれ適用義務が発
生）。加盟国はTRIPS理事会に著
作権関係法令等を通知し、他の
加盟国は、この関係法令等が
TRIPS協定の規定と一致している
かどうか確認する作業 

盲人、視覚障害
者その他の印刷
物の判読に障害
のある者が発行
された著作物を
利用する機会を
促進するための
マラケシュ条約 

ＷＩＰＯ 
 
84ヵ国 

世界の視覚障害者
及び読字障害者の
著作物へのアクセ
スを改善する目的
として、平成 25
（2013）年にマラケ
シュ（モロッコ）
において採択、平
成28(2016)年に効力
発生。 

平成30年(2018)
年に本条約を締
結、平成31
（2019）年に効力
発生。 

対象：著作権 
主な規定： 
(ｲ)  視覚障害者等のための利用し

やすい様式の複製物に関する
著作権の制限又は例外を規定 

(ﾛ)  各国の権限を与えられた機関
が、作成された利用しやすい
様式の複製物を、国境を越え
て交換可能 

(ﾊ)  権限を与えられた機関間の情
報交換や支援を通じて、作成
された利用しやすい様式の複
製物の国境を超える交換を促
進するため協力 

 

WIPO 
UNESCO 

 
ILO 

WTO 

：世界知的所有権機関（World Intellectual Property Organization） 
：国際連合教育科学文化機関 
 （United Nations Educational、 Scientific and Cultural Organization） 
：国際労働機関（International Labour Organization） 
：世界貿易機関（World Trade Organization） 

 参考資料
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条 約 名 所管機関/ 
加盟国数 経  緯 我 が 国に 

おける締結等 条約の対象、原則内容 

  
 

 
 
 

 
 

 （ﾊ）放送事業者 
  ・放送の再放送権、録音・録画

権の付与 
実演及びレコード
に関する世界知的
所有権機関条約
（WIPO実演・レコ
ード条約又はWPPT 
(WIPO 
PERFORMANCES 
AND 
PHONOGRAMS 
TREATY）) 

ＷＩＰＯ 
 
111カ国 

基本条約である実
演家等保護条約を
米国は締結してい
ないことなどか
ら、実演家等保護
条約とは無関係の
独立した新しい条
約として、平成 8
（1996）年に採択、
平成14（2002）年
に効力発生。 

平成14（2002）
年に本条約を締
結、同年に効力発
生。 

対象：著作隣接権 
原則内容： 
（a）原則 
（ｲ）ローマ型内国民待遇 
（ﾛ）無方式主義 
（ﾊ）遡及 
（b）主な規定 
（ｲ）実演については「音に関す
るもの」のみを保護する 

（ﾛ）人格権（氏名表示権・同一
性保持権）を規定 

（ﾊ）利用可能化（インターネッ
トにアップロードすること）に
関する権利を規定 

（ﾆ）技術的保護手段に関する義務
を規定 

（ﾎ）権利管理情報に関する義務を
規定  

視聴覚的実演に
関する北京条約 

ＷＩＰＯ 
 
43カ国 

WPPT採択後、視
聴覚的実演に関す
る保護についての
検討が継続され、
平成24（2012）年
に北京で採択。30
カ国の批准又は加
入により発効する
こととされており、
令和2（2020）年に効
力発生。 

平成26（2014）
年に本条約を締
結 、 令 和 2
（2020）年に効力
発生。 

対象：著作隣接権 
原則内容： 

②  原則 
(ｲ) ローマ型内国民待遇 
(ﾛ) 無方式主義 
(ﾊ) 遡及 

③  主な規定 
(ｲ) 視聴覚的実演を保護する 
(ﾛ) 人格権（氏名表示権・同一性保

持権）を規定 
(ﾊ) 利用可能化（インターネットに

アップロードすること）に関す
る権利を規定 

(ﾆ) 技術的保護手段に関する義務を規定  
権利管理情報に関する義務を規定 

知的所有権の貿
易関連の側面に
関する協定 
（TRIPS協定） 
 
 
  

WTO 
 
164カ国 

GATT（関税及び貿
易に関する一般協
定）ウルグアイ・
ラウンド交渉の結
果、平成7（1995）
年に発効したWTO
設立協定の附属書
には、知的財産権
の保護について定
めた｢知的所有権の
貿易関連の側面に

平成6（1994）年
に本協定を締結、
平成7（1995）年
に効力発生。 

対象：著作権、著作隣接権 
原則内容： 
（a）原則 
 （ｲ）最恵国待遇 
 （ ﾛ ） 内 国 民 待 遇 

著作権についてはベルヌ型内国
民待遇を、著作隣接権について
はローマ型内国民待遇をそれぞ
れ付与 

 （ﾊ）遡及 
（b）主な内容 
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条 約 名 所管機関/ 
加盟国数 経  緯 我 が 国に 

おける締結等 条約の対象、原則内容 

関する協定(TRIPS
協 定 、 TRIPS ：
TradeRelated  Aspects 
of  Intellectual  Property 
Rights) ｣  
があり、著作権及
び著作隣接権の保
護についても規
定。 

 （ｲ）ベルヌ条約の規定する保護内
容の遵守  （著作者人格権を除
く）  

 （ﾛ）コンピュータ・プログラム及
びデータベースの保護  

 （ﾊ）コンピュータ・プログラム、
映画及びレコードの商業的貸与
に関する権利の付与 

 （ﾆ）実演家、レコード製作者及び
放送機関の保護 

（c）法令レビュー 
WTOに加盟すると、TRIPS協定
の適用義務が発生する（開発途
上国について平成12（2000）年1
月1日より、後発開発途上国につ
いては平成18（2006）年1月1日
より、それぞれ適用義務が発
生）。加盟国はTRIPS理事会に著
作権関係法令等を通知し、他の
加盟国は、この関係法令等が
TRIPS協定の規定と一致している
かどうか確認する作業 

盲人、視覚障害
者その他の印刷
物の判読に障害
のある者が発行
された著作物を
利用する機会を
促進するための
マラケシュ条約 

ＷＩＰＯ 
 
84ヵ国 

世界の視覚障害者
及び読字障害者の
著作物へのアクセ
スを改善する目的
として、平成 25
（2013）年にマラケ
シュ（モロッコ）
において採択、平
成28(2016)年に効力
発生。 

平成30年(2018)
年に本条約を締
結、平成31
（2019）年に効力
発生。 

対象：著作権 
主な規定： 
(ｲ)  視覚障害者等のための利用し

やすい様式の複製物に関する
著作権の制限又は例外を規定 

(ﾛ)  各国の権限を与えられた機関
が、作成された利用しやすい
様式の複製物を、国境を越え
て交換可能 

(ﾊ)  権限を与えられた機関間の情
報交換や支援を通じて、作成
された利用しやすい様式の複
製物の国境を超える交換を促
進するため協力 

 

WIPO 
UNESCO 

 
ILO 

WTO 

：世界知的所有権機関（World Intellectual Property Organization） 
：国際連合教育科学文化機関 
 （United Nations Educational、 Scientific and Cultural Organization） 
：国際労働機関（International Labour Organization） 
：世界貿易機関（World Trade Organization） 

 参考資料
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参考資料２．著作権教育教材等 

文化庁では、著作権テキスト以外にも著作権に関する各種教材を 
ウェブサイトで公開しています。是非、ご活用ください。 
初めて学ぶ著作権 

  

小学校低学年向けの著作権教材 
親しみやすいキャラクターを用いて、著作物を扱う上で作者
の思いについて考える動画教材。 教員用指導手引も附属。 

楽しく学ぼうみんなの著作権 
 

  

 
小学生を対象とした著作権動画教材。 
インターネット上の著作物の扱い方など、著作権法の基礎知
識を学べる内容。 

マンガで分かる著作物の利用 
「作太郎の奮闘記」 

  

著作権の実践的な知識が学べる教材。 
制作委託や楽曲の利用等において必要な権利処理を動画・マ
ンガ形式で解説。 
中学・高校の教職員向けの指導手引や発問例集なども附属。 

著作権 Q&A～教えてぶんちゃん～ 

  

 
著作権に関する様々な疑問について、著作権制度における基
本的な考え方を Q&A 形式で掲載。 

学校における場面対応型指導事例集 
「著作権教育 5 分間の使い方」 

  

 
小学校から高校向けの著作権指導事例集 
各教科や学校行事など、学校における様々な場面における指
導事例について紹介。 

学校における教育活動と著作権 
（令和 5 年度改訂版） 

  
                      

 
 
学校現場で直面する著作物利用について解説。 
平成 30 年著作権改正「授業目的公衆送信補償金制度」の運
用指針についても掲載。 

著作権契約書作成支援システム 

     

画面の案内にしたがって項目を入力・選択することで、誰で
も簡単に著作権等に関する契約書の案（ひな型）を作成できる
システム。 

 

 

 

 

 

参考資料




